
障害者用ＩＣカード乗車券取扱規則の一部改正（2026年 2月 27日九州旅客鉄道株式会社公告第 23号） 

障害者用ＩＣカード乗車券取扱規則（2025年 3月九州旅客鉄道株式会社公告第 15号）の一部を次のように改正し、2026年 3月 14日から施行します。 

現 行 改 正 

（前略） 

 

第２節 運賃 

（運賃の減額） 

第 13条 障害者用ＳＵＧＯＣＡ乗車券をＩＣカード規則第 17条第１項の規

定により使用する場合、出場時に障害者用ＳＵＧＯＣＡ乗車券のＳＦから

ＩＣカード規則第 24条に定める片道普通旅客運賃に、身体障害者規則第７

条、知的障害者規則第６条又は精神障害者規則第６条に定める割引率（以

下これらを「障害者割引」といいます。）を適用した額（以下「障害者用Ｓ

ＵＧＯＣＡの運賃」といいます。）を減額します。 

 

（中略） 

 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第 25条 旅客は、障害者ＳＵＧＯＣＡ乗車券を使用して入場した後、任意の

駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、

実際乗車区間に対する普通旅客運賃に障害者割引を適用した額を現金で支

払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 

２ 旅客は、障害者ＳＵＧＯＣＡ乗車券を使用して入場した後、乗車しない

で同一駅で出場する場合は、旅客規則第 295条第２項第１号に規定するそ

の駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりま

せん。 

 

（以下略） 

（前略） 

 

第２節 運賃 

（運賃の減額） 

第 13条 障害者用ＳＵＧＯＣＡ乗車券をＩＣカード規則第 17条第１項の規

定により使用する場合、出場時に障害者用ＳＵＧＯＣＡ乗車券のＳＦから

ＩＣカード規則第 24条に定める普通旅客運賃に、身体障害者規則第７条、

知的障害者規則第６条又は精神障害者規則第６条に定める割引率（以下こ

れらを「障害者割引」といいます。）を適用した額（以下「障害者用ＳＵＧ

ＯＣＡの運賃」といいます。）を減額します。 

 

（中略） 

 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第 25条 旅客は、障害者ＳＵＧＯＣＡ乗車券を使用して入場した後、任意の

駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、

実際乗車区間に対する普通旅客運賃に障害者割引を適用した額を現金で支

払い、カードの出場処理を受けなければなりません。 

２ 旅客は、障害者ＳＵＧＯＣＡ乗車券を使用して入場した後、乗車しない

で同一駅で出場する場合は、旅客規則第 295条第１項第６号に規定するそ

の駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりま

せん。 

 

（以下略） 

 


